
認定申請と有効期間開始日

１．変更申請 申請書の種類：「介護保険　要介護認定・要支援認定区分変更　申請書（様式第12号（第7条関係））」

（１）要介護（要支援１）者が要介護（要支援２）を見込んで変更申請をした場合（状態悪化）

前回の認定 今回の認定結果

1.要介護１～４ 1.要介護２～５（変更あり、前回より上がった）

2.要支援１ 2.要支援２（変更あり、前回より上がった）

有効期間開始日＝認定申請日

例）申請区分：変更申請

　　認定申請日：令和7年9月1日 今回の認定結果

　　1.前回の認定：要介護１ 1.要介護５（変更あり、前回より上がった）

　　2.前回の認定：要支援１ 2.要支援２（変更あり、前回より上がった）

認定有効期間は下記のとおり

　　　　　　　

（3ヶ月の場合）1.令和7年9月1日から令和7年11月30日まで要介護５ 2.令和7年9月1日から令和7年11月30日まで要支援２

（6ヶ月の場合）1.令和7年9月1日から令和8年2月28日まで要介護５ 2.令和7年9月1日から令和8年2月28日まで要支援２

（12ヶ月の場合）1.令和7年9月1日から令和8年8月31日まで要介護５ 2.令和7年9月1日から令和8年8月31日まで要支援２



（２）要介護者が要介護を見込んで変更申請をした場合（状態改善）

前回の認定 今回の認定結果

要介護２～５ 要介護１～４（変更あり、前回より１，２段階下がった）

有効期間開始日＝認定申請日

例）申請区分：変更申請

　　認定申請日：令和7年9月1日 今回の認定結果

　　前回の認定：要介護５ 要介護３

認定有効期間は下記のとおり

　　　　　　　

（3ヶ月の場合）令和7年9月1日から令和7年11月30日まで要介護３

（6ヶ月の場合）令和7年9月1日から令和8年2月28日まで要介護３

（12ヶ月の場合）令和7年9月1日から令和8年8月31日まで要介護３



（３）要介護者が要介護を見込んで変更申請をした場合（状態改善）

前回の認定 今回の認定結果

要介護４～５ 要介護１～２（変更あり、前回より３段階以上下がった）

有効期間開始日＝認定日（認定審査会が開催された日）

例）申請区分：変更申請 今回の認定結果

　　認定申請日：令和7年9月1日 要介護２

　　前回の認定：要介護５ ※認定日（認定審査会の日）が令和7年10月1日

認定有効期間は下記のとおり

　　　　　　　

（3ヶ月の場合）令和7年10月1日から令和7年12月31日まで要介護２

（6ヶ月の場合）令和7年10月1日から令和8年3月31日まで要介護２

（12ヶ月の場合）令和7年10月1日から令和8年9月30日まで要介護２

※参考資料

「全国介護保険担当課長会議　平成11年8月3日」の「要介護認定の事務処理等について」



（４）要介護（要支援１）者が要介護（要支援２）を見込んで変更申請をしたが、認定結果に変更が無い場合

前回の認定 今回の認定結果

1.要介護１～５ 1.要介護１～５（前回と変更なし）

2.要支援１ 2.要支援１（前回と変更なし）

①残り期間が認定申請日から60日以内の場合

有効期間開始日＝前回認定有効期間終了日の翌日 ※みなし更新を行う

例）申請区分：変更申請

　　認定申請日：令和7年9月1日 今回の認定結果

　　1.前回の認定：要介護５ 1.要介護５（変更なし）

　　2.前回の認定：要支援１ 2.要支援１（変更なし）

　　前回の認定有効期間：令和6年10月1日～令和7年9月30日

認定有効期間は下記のとおり

　　　　　　　

（3ヶ月の場合）1.令和7年10月1日から令和7年12月31日まで要介護５ 2.令和7年10月1日から令和7年12月31日まで要支援１

（6ヶ月の場合）令和7年10月1日から令和8年3月31日まで要介護５ 2.令和7年10月1日から令和7年3月31日まで要支援１

（12ヶ月の場合）令和7年10月1日から令和8年9月30日まで要介護５ 2.令和7年10月1日から令和8年9月30日まで要支援１

※参考資料

「介護保険法施行規則：第42条第4項、第55条の2第4項」



（５）要介護（要支援１）者が要介護（要支援２）を見込んで変更申請をしたが、認定結果に変更が無い場合

前回の認定 今回の認定結果

1.要介護１～５ 1.要介護１～５（前回と変更なし）

2.要支援１ 2.要支援１（前回と変更なし）

②残り期間が認定申請日から61日以上ある場合

例）申請区分：変更申請

　　認定申請日：令和7年10月1日 今回の認定結果

　　1.前回の認定：要介護５ 1.要介護５（変更なし）

　　2.前回の認定：要支援１ 2.要支援１（変更なし）

　　前回の認定有効期間：令和7年9月1日～令和8年8月31日

認定有効期間は下記のとおり

　　　　　　　

1.令和7年9月1日から令和8年8月31日まで要介護５で変更なし

2.令和7年9月1日から令和8年8月31日まで要支援１で変更なし

※有効期間は前回の認定有効期間と変更なし



（６）要介護者が状態改善のため変更申請をし、認定結果が要支援になった場合

前回の認定 今回の認定結果

要介護１～５ 要支援１～２

有効期間開始日＝認定日（認定審査会が開催された日）

例）申請区分：変更申請 今回の認定結果

　　認定申請日：令和7年9月1日 要支援２

　　前回の認定：要介護１ ※認定日（認定審査会の日）が令和7年10月1日

認定有効期間は下記のとおり

　　　　　　　

（3ヶ月の場合）令和7年10月1日から令和7年12月31日まで要支援２

（6ヶ月の場合）令和7年10月1日から令和8年3月31日まで要支援２

（12ヶ月の場合）令和7年10月1日から令和8年9月30日まで要支援２

※参考資料

「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議　平成18年3月3日」より「18.要介護認定について」の「要介護認定の申請区分

と有効期間等の整理（新予防給付実施市町村）」



（７）要介護（要支援１）者が変更申請をしたが、認定結果が非該当になった場合

前回の認定 今回の認定結果

1.要介護１～５ 非該当

2.要支援１

有効期間終了日＝認定日（認定審査会が開催された日）の前日

例）申請区分：変更申請

　　認定申請日：令和7年9月1日 今回の認定結果

　　1.前回の認定：要介護１ （1.2ともに）非該当

　　2.前回の認定：要支援１ ※認定日（認定審査会の日）が令和7年10月1日

　　前回の認定有効期間：令和7年9月1日～令和8年8月31日

認定有効期間は下記のとおり

1.2.ともに　令和7年9月1日～令和7年9月30日まで



（８）要支援１の者が要支援２を見込んで変更申請をしたが、認定結果が要介護１～５になった場合

前回の認定 今回の認定結果

要支援１ 要介護１～５

認定申請自体が「却下」扱いとなる

例）申請区分：変更申請

　　認定申請日：令和7年9月1日 今回の認定結果

　　前回の認定：要支援１ 要介護１

　　前回の認定有効期間：令和7年9月1日～令和8年8月31日

認定有効期間は下記のとおり

令和7年9月1日～令和8年8月31日まで要支援1で変更なし

※要支援１、２から要介護を見込んで申請する場合は、「介護申請」として取り扱う

「介護保険　要介護認定・要支援認定申請書（様式第6号（第6条関係））」を提出すること

（新規申請と同じ申請書の提出をお願いします。）



２．介護申請 申請書の種類：「介護保険　要介護認定・要支援認定申請書（様式第6号（第6条関係））」

（１）要支援者が要介護を見込んで再申請をした場合（状態悪化）

前回の認定 今回の認定結果

要支援１、２ 要介護１～５

有効期間開始日＝認定申請日

例）申請区分：介護申請

　　認定申請日：令和7年9月1日 今回の認定結果

　　前回の認定：要支援２ 要介護１（変更あり、前回より上がった）

認定有効期間は下記のとおり

　　　　　　　

（3ヶ月の場合）令和7年9月1日から令和7年11月30日まで要介護１

（6ヶ月の場合）令和7年9月1日から令和8年2月28日まで要介護１

（12ヶ月の場合）令和7年9月1日から令和8年8月31日まで要介護１



（２）要支援者が要介護を見込んで介護申請をしたが、認定結果に変更が無い場合

前回の認定 今回の認定結果

要支援１、２ 要支援１、２（前回と変更なし）

①残り期間が認定申請日から60日以内の場合

有効期間開始日＝前回認定有効期間終了日の翌日 ※みなし更新を行う

例）申請区分：介護申請

　　認定申請日：令和7年9月1日 今回の認定結果

　　前回の認定：要支援１ 要支援１（変更なし）

　　前回の認定有効期間：令和6年10月1日～令和7年9月30日

認定有効期間は下記のとおり

　　　　　　　

（3ヶ月の場合）令和7年10月1日から令和7年12月31日まで要支援１

（6ヶ月の場合）令和7年10月1日から令和8年3月31日まで要支援１

（12ヶ月の場合）令和7年10月1日から令和8年9月30日まで要支援１

※参考資料

「介護保険法施行規則：第55条の2第4項」



（３）要支援者が要介護を見込んで介護申請をしたが、認定結果に変更が無い場合

前回の認定 今回の認定結果

要支援１、２ 要支援１、２（前回と変更なし）

②残り期間が認定申請日から61日以上ある場合

例）申請区分：介護申請

　　認定申請日：令和7年10月1日 今回の認定結果

　　前回の認定：要支援１ 要支援１（変更なし）

　　前回の認定有効期間：令和7年9月1日～令和8年8月31日

認定有効期間は下記のとおり

　　　　　　　

令和7年9月1日から令和8年8月31日まで要支援１

※有効期間は前回の認定有効期間と変更なし



（４）要支援１の者が要介護を見込んで介護申請をしたが、認定結果が要支援２になった場合

前回の認定 今回の認定結果

要支援１ 要支援２

有効期間開始日＝認定申請日

例）申請区分：介護申請

　　認定申請日：令和7年9月1日 今回の認定結果

　　前回の認定：要支援１ 要支援２

　　前回の認定有効期間：令和7年9月1日～令和8年8月31日

認定有効期間は下記のとおり

　　　　　　　

（3ヶ月の場合）令和7年9月1日から令和7年11月30日まで要支援２

（6ヶ月の場合）令和7年9月1日から令和8年2月28日まで要支援２

（12ヶ月の場合）令和7年9月1日から令和8年8月31日まで要支援２



（５）☆要支援２の者が要支援１を見込んで介護申請（本来は変更申請扱い）を行い、認定結果が要支援１になった場合

　　　★もしくは要介護を見込んで介護申請をしたが、認定結果が要支援１になった場合

　　　※申請書の種類：☆「介護保険　要介護認定・要支援認定区分変更　申請書（様式第12号（第7条関係））」

　　　　　　　　　　　★「介護保険　要介護認定・要支援認定申請書（様式第6号（第6条関係））」

前回の認定 今回の認定結果

要支援２ 要支援１

有効期間開始日＝認定申請日

例）申請区分：介護申請

　　認定申請日：令和7年9月1日 今回の認定結果

　　前回の認定：要支援２ 要支援１

　　前回の認定有効期間：令和7年9月1日～令和8年8月31日

認定有効期間は下記のとおり

　　　　　　　

（3ヶ月の場合）令和7年9月1日から令和7年11月30日まで要支援１

（6ヶ月の場合）令和7年9月1日から令和8年2月28日まで要支援１

（12ヶ月の場合）令和7年9月1日から令和8年8月31日まで要支援１



（６）要支援者が介護申請をしたが、認定結果が非該当になった場合

前回の認定 今回の認定結果

要支援１～２ 非該当

有効期間終了日＝認定日（認定審査会が開催された日）の前日

例）申請区分：介護申請

　　認定申請日：令和7年9月1日 今回の認定結果

　　前回の認定：要支援２ 非該当

　　前回の認定有効期間：令和7年9月1日～令和8年8月31日 ※認定日（認定審査会の日）が令和7年10月1日

認定有効期間は下記のとおり

令和7年9月1日～令和7年9月30日まで要支援２


